
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

６．休止している地下貯蔵タンクの取り扱いについて 
 

  腐食のおそれが（特に）高いタタンンククでで、、次次にに示示すす「「休休止止のの条条件件」」をを満満たたししてていいるる場場合合、、休休止止のの間間はは内内面面

ココーーテティィンンググ等等のの措措置置をを講講じじななくくててももよよいいととさされれてていいまますす。。（（注注１１））  

    ままたた、、腐腐食食ののおおそそれれがが（（特特にに））高高いいタタンンククにに限限ららずず、、休休止止ししてていいるる地地下下貯貯蔵蔵タタンンククでで、、同同様様にに休休止止のの条条

件件をを満満たたししてていいるる場場合合、、定定期期点点検検ののひひととつつででああるる““漏漏れれのの点点検検””のの期期間間をを延延長長すするるここととががででききまますす。。（（注注２２））  

  

≪≪休休止止のの条条件件≫≫  ※※休休止止のの条条件件をを満満たたししてていいるるかか消消防防職職員員がが現現地地確確認認をを行行いいまますす。。  

  ●●危危険険物物がが清清掃掃等等にによよりり完完全全にに除除去去さされれてていいるるこことと  

  ●●危危険険物物ののタタンンククへへのの流流入入をを防防止止すするるたためめにに閉閉止止板板をを設設置置すするるここととやや注注入入口口をを施施錠錠すするるこことと  

  ●●注注入入口口付付近近及及びび危危険険物物施施設設のの掲掲示示板板付付近近にに休休止止のの旨旨のの標標識識をを掲掲示示すするるこことと  
  

  

注注１１：：  休休止止をを条条件件ととししてて内内面面ココーーテティィンンググ等等のの措措置置をを講講じじなないいここととととすするる場場合合はは、、休休止止のの届届出出とと併併せせてて休休  

止止のの間間、、内内面面ココーーテティィンンググ等等のの措措置置をを講講じじなないいここととをを市市町町村村長長等等がが認認めめたた場場合合にに限限りりまますす。。  

        ななおお、、ここのの場場合合、、再再開開すするる日日のの前前日日ままででにに内内面面ココーーテティィンンググ等等のの措措置置をを完完了了ししななけけれればばななりりまませせんん。。  

注注２２：：  休休止止をを条条件件ととししてて漏漏れれのの点点検検のの期期間間をを延延長長すするる場場合合はは、、休休止止のの届届出出とと併併せせてて漏漏れれのの点点検検期期間間延延長長のの  

申申請請がが必必要要でですす。。  

ななおお、、ここのの場場合合、、再再開開すするる日日のの前前日日ままででにに漏漏れれのの点点検検をを実実施施ししななけけれればばななりりまませせんん。。  

７．Q＆A ～質疑応答～ 
 
 QQ１１  ガガソソリリンンススタタンンドドでで地地下下タタンンククをを複複数数保保有有ししてていいるるがが、、どどののよよううにに対対応応ししたたららよよいいでですすかか？？  

((答答))  タタンンクク一一基基ごごととにに一一定定要要件件にに該該当当すするるかかをを確確認認しし、、確確認認結結果果にに応応じじ必必要要なな措措置置をを実実施施ししまますす。。  

    QQ22  ５５００年年前前にに地地下下タタンンククをを設設置置しし、、２２００年年前前ににタタンンククをを入入れれ替替ええままししたたがが、、ここのの場場合合設設置置年年数数はは  

どどののよよううにに取取りり扱扱いいまますすかか？？  

  ((答答))  入入れれ替替ええたた際際にに交交付付さされれたた「「完完成成検検査査済済証証のの交交付付日日」」をを起起算算日日ととししてて扱扱いいまますす。。  

  QQ３３  現現時時点点でで腐腐食食ののおおそそれれがが（（特特にに））高高いいタタンンククにに該該当当すするる場場合合はは、、平平成成２２５５年年１１月月３３１１日日ままでで  

      のの間間にに必必要要なな措措置置をを講講ずずれればばよよいいととさされれてていいまますすがが、、そそれれ以以降降にに該該当当すするるタタンンククににつついいててもも経経    

過過措措置置（（猶猶予予期期間間））ががああるるののでですすかか？？  

  ((答答))  例例ええばば、、下下図図ののパパタターーンン①①ののよよううなな場場合合はは、、平平成成２２５５年年１１月月３３１１日日ままでで経経過過措措置置ががあありりまますす  

がが、、パパタターーンン②②ののよよううなな場場合合はは、、該該当当すするるここととににななるる日日ままででにに内内面面ココ――テティィンンググ等等のの必必要要なな措措  

置置をを講講じじななけけれればばななりりまませせんん。。ししたたががいいままししてて、、ままだだ該該当当ししなないいタタンンククででああっっててもも、、事事前前にに改改  

修修のの計計画画をを立立てててておおくくここととがが必必要要でですす。。  

H24.2.1 H23.2.1 H25.2.1 

パターン①（H24.2.1 該当） 

パターン②（H25.4.1 該当） 

猶予期間 １年 

猶予期間なし！ 

非該当期間 

非該当期間 

１．はじめに 
 

  危危険険物物施施設設ににおおけけるる流流出出事事故故件件数数はは、、平平成成１１９９年年ををピピーーククにに減減少少傾傾向向ににああるるもものののの、、平平成成２２１１年年

中中はは３３６６００件件とと依依然然ととししてて高高いい水水準準ににあありり、、事事故故原原因因のの多多くくはは、、地地盤盤面面下下にに埋埋設設さされれたた地地下下貯貯蔵蔵タタ

ンンククのの腐腐食食等等劣劣化化にによよるるももののととななっってていいまますす。。  

ままたた、、流流出出場場所所がが地地下下ででああるるとといいうう特特徴徴かからら、、発発見見がが遅遅れれるる可可能能性性がが高高くく、、流流出出範範囲囲がが広広範範囲囲にに

わわたたるるおおそそれれががあありり、、流流出出ししたた危危険険物物にによよるる火火災災危危険険やや環環境境汚汚染染等等がが懸懸念念さされれるる状状況況ににあありりまますす。。  

ここののよよううなな状状況況をを踏踏ままええ、、地地下下貯貯蔵蔵タタンンククのの流流出出事事故故をを防防止止すするる目目的的かからら、、平平成成２２２２年年６６月月にに危危

険険物物のの規規制制にに関関すするる規規則則等等のの一一部部がが改改正正さされれ、、一一定定のの要要件件にに該該当当すするる地地下下貯貯蔵蔵タタンンククはは内内面面ココーーテテ

ィィンンググ等等のの必必要要なな措措置置をを講講じじななけけれればばななららななくくななりりままししたた。。  

（（平平成成２２３３年年２２月月１１日日施施行行、、たただだしし平平成成２２５５年年１１月月３３１１日日ままででのの間間はは経経過過措措置置ががあありりまますす。。））  

（（注注））  腐食のおそれが特に高いタンクの場合、「常時監視装置」を選択することはできません。  

＜お問い合わせ先＞ ご丌明な点は各区の消防署予防課にお問い合わせください 

中 央 消 防 署予 防 課：０４３－２０２－１６２０ 

花見川消防署予 防 課：０４３－２５９－２９３７ 

稲 毛 消 防 署予 防 課：０４３－２８４－５１７４ 

若 葉 消 防 署予 防 課：０４３－２３７－８０８７ 

緑 消 防 署予 防 課：０４３－２９２－６２７１ 

美 浜 消 防 署予 防 課：０４３－２７９－０４４９ 

① 設置年数 

 

② 塗覆装 

 

③ 設計板厚 

 

地盤面下に直接埋設された 

鋼製一重殻タンク 

≪基本条件≫ 

タンクの設置形態・構造等 

≪一定要件≫ 

措置要否の判断 

・内面コーティング 

 

・電気防食 

 

・常時監視装置(注) 
 

のいずれか 

≪必要な措置≫ 

必要な措置の選択 

一 定 の要 件に

該当する場合 

２．流出事故防止対策が必要となる地下貯蔵タンク 
 

現現在在、、地地盤盤面面下下にに直直接接埋埋設設さされれてていいるる鋼鋼製製一一重重殻殻タタンンクク※※１１でで、、設設置置年年数数※※２２・・塗塗覆覆装装※※３３・・設設計計板板

厚厚※※４４がが一一定定のの要要件件にに該該当当すするるタタンンククをを““腐腐食食ののおおそそれれがが（（特特にに））高高いいタタンンクク””ととしし、、ここれれにに該該当当すす

るるももののはは、、必必要要なな措措置置をを講講じじななけけれればば使使用用すするるここととががででききななくくななりりまますす。。  

  
※※１１  鋼鋼製製一一重重殻殻タタンンククととはは、、貯貯槽槽がが１１枚枚のの鋼鋼板板でで造造らられれたたタタンンククをを指指しし、、タタンンククにに鋼鋼板板又又はは強強化化ププララススチチッックク  

をを間間げげききをを有有すするるよよううにに取取りり付付けけらられれてていいなないいももののををいいいいまますす。。  
※※２２  設設置置年年数数ととはは、、地地下下タタンンクク設設置置時時のの完完成成検検査査済済証証のの交交付付日日かかららのの経経過過年年数数をを指指ししまますす。。  
※※３３  塗塗覆覆装装ととはは、、地地下下タタンンククのの腐腐食食をを防防止止すするるたためめにに施施さされれてていいるる、、タタンンクク外外面面保保護護材材をを指指ししまますす。。  
※※４４  設設計計板板厚厚ととはは、、地地下下タタンンクク設設置置時時ののタタンンクク本本体体のの板板厚厚をを指指ししまますす。。  

内内面面ココーーテティィンンググ・・電電気気防防食食・・常常時時監監視視装装置置ににつついいててはは、、内内ペペーージジをを参参照照ししててくくだだささいい。。  

 



 

設設置置年年数数・・塗塗覆覆装装のの種種類類  
規規制制のの区区分分  

腐腐食食ののおおそそれれがが高高いい  腐腐食食ののおおそそれれがが特特にに高高いい  

５５００年年以以上上  設設計計板板厚厚  チチェェッックク  設設計計板板厚厚  チチェェッックク  

  

アアススフファァルルトト※※        全全ててのの設設計計板板厚厚    

モモルルタタルル  88..00mmmm 以以上上    88..00mmmm 未未満満    

エエポポキキシシ樹樹脂脂又又はは  

タターールルエエポポキキシシ樹樹脂脂  
66..00mmmm 以以上上    66..00mmmm 未未満満    

強強化化ププララススチチッックク  
44..55mmmm 以以上上

1122..00mmmm 未未満満  
  44..55mmmm 未未満満    

４４００年年以以上上５５００年年未未満満  設設計計板板厚厚  チチェェッックク  設設計計板板厚厚  チチェェッックク  

  

アアススフファァルルトト  44..55mmmm 以以上上    44..55mmmm 未未満満    

モモルルタタルル  66..00mmmm 未未満満      

  

  

  

  

  

エエポポキキシシ樹樹脂脂又又はは  

タターールルエエポポキキシシ樹樹脂脂  
44..55mmmm 未未満満    

強強化化ププララスステティィッックク  44..55mmmm 未未満満    

３３００年年以以上上４４００年年未未満満  設設計計板板厚厚  チチェェッックク  

  
アアススフファァルルトト  66..00mmmm 未未満満    

モモルルタタルル  44..55mmmm 未未満満    

２２００年年以以上上３３００年年未未満満  設設計計板板厚厚  チチェェッックク  

  アアススフファァルルトト  44..55mmmm 未未満満    

区 分 該当する時期 

腐食のおそれが高い 平成  年  月  日 

腐食のおそれが特に高い 平成  年  月  日 

 該該当当時時期期のの確確認認  

 

３．流出事故防止対策を要するタンクに該当するかの確認 

  

  確確認認手手順順１１：：「「完完成成検検査査済済証証」」とと「「構構造造設設備備明明細細書書」」をを準準備備ししまますす。。  

  確確認認手手順順２２：：①①設設置置年年数数のの確確認認  →→  完完成成検検査査済済証証のの「「交交付付年年月月日日」」にに基基づづいいてて経経過過年年数数をを算算出出ししまますす。。            

              ②②塗塗覆覆装装のの確確認認    →→  構構造造設設備備明明細細書書のの「「タタンンクク外外面面保保護護」」のの欄欄でで確確認認ししまますす。。  

              ③③設設計計板板厚厚のの確確認認  →→  構構造造設設備備明明細細書書のの「「材材質質・・板板厚厚」」のの欄欄でで確確認認ししまますす。。  

確確認認手手順順３３：：「「確確認認手手順順２２」」のの確確認認結結果果ををももととにに、、下下記記ののチチェェッックク表表ののどどここにに該該当当すするるかかをを確確認認ししまますす。。  

  

【【確確認認メメモモ】】  経経過過年年数数：：        年年  ・・  塗塗覆覆装装のの種種類類：：                  ・・  設設計計板板厚厚：：      ｍｍｍｍ  

①①  内内面面ココーーテティィンンググ  

②②  電電気気防防食食  

 のいずれかを実施 

①①  内内面面ココーーテティィンンググ  
②②  電電気気防防食食  
③③  常常時時監監視視装装置置  
 のいずれかを実施 

タタンンククのの区区分分チチェェッックク表表  

 

４．腐食のおそれが（特に）高いタンクに該当した場合の必要な措置 
 
  腐腐食食ののおおそそれれがが（（特特にに））高高いいタタンンククにに該該当当すするる場場合合はは、、①①内内面面ココーーテティィンンググ、、②②電電気気防防食食、、③③常常  

時時監監視視装装置置ののいいずずれれかかのの措措置置がが必必要要ととななりりまますす。。  
（（※※  腐食のおそれが特

・
に
・

高いタンクの場合、必要な措置として選択することはできません。）  

  

内面コーティングとは、タンクの内面の腐食を防止するためのコーティングであり、ガラス繊

維強化プラスチックライニングで厚さ２．０ｍｍ以上コーティングすることとされています。 

なお、内面コーティングを行う場合は、職業能力開発促進法に基づく「二級強化プラスチック

成形技能士（手積み積層成形作業）」またはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行うこと

が望ましいとされています。  

＋ 
樹脂 強化材 

地地下下にに直直接接埋埋設設さされれたた  

鋼鋼製製一一重重殻殻タタンンククのの内内面面  
内内面面ココーーテティィンンググ施施工工後後  内内面面ココーーテティィンンググ  

①①  内面コーティング  

電気防食とは、土中に設置した電極から

タンク（金属）に電流を流すことによって、

タンクの電位（電気的なエネルギー）を腐

食しない電位までに変化させ、腐食を防止

することをいいます。電気防食システムに

は流電陽極方式、外部電源方式、選択排流

方式がありますが、流電陽極方式が一般的

です。  

②②  電気防食  

常時監視装置とは、地下タンクからの

危険物の微少な漏れ（直径０．３ｍｍ以

下の開口部からの漏れ）を常時検知する

設備で、高精度油面計があります。 

 

 

 

 

 

 

地下タンクへの受入・払出・タンク内貯蔵量を

継続的に記録し、統計的手法を使って分析して危

険物の流出の有無を確認する方法もあります。  

③③  常時監視装置※  

直流電源装置 

陽極 

直 

電流 

５．各種工事を行う場合の基本的な手続き 
 
  設置年数・塗覆装・設計板厚が一定の要件に該当するタンク（腐食のおそれが（特に）高いタンク）

で、内面コーティング等（常時監視装置は除く）の工事が必要な場合は「変更許可」の申請が必要とな

ります。 

  なお、現時点で腐食のおそれが（特に）高いタンクに該当していないもので、将来これらのタンクに

該当することに備えて、事前に内面コーティング等の工事を行う場合は、資料提出書による届出が必要

となります。（※マンホールの取付け等を伴う場合は、変更許可の申請が必要となります） 

※※設設置置年年数数５５００年年以以上上でで塗塗覆覆装装  

ががアアススフファァルルトトののももののはは全全てて  

腐腐食食ののおおそそれれがが特特にに高高いいにに該該当当ししまますす。。 

※現時点で腐食のおそれが（特に）高

いタンクに該当しない場合であって

も、年数の経過によっていずれは該当

することになりますので、該当する時

期を予め確認しましょう！ 

 

※※  タンクの腐食等劣化状況によっては、内面コーティング等の措置を講じることができない場合が  

ありますので、事前に消防署へお問い合わせ・ご相談ください。  

 

 
危険物の流出 
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